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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿が載置される原稿台と、
　原稿を搬送する搬送手段と、
　原稿の第一面を読み取る、移動可能な第１原稿読取手段と、
　前記第１原稿読取手段が移動可能な範囲内に配置された第１白色部材と、
　前記第１原稿読取手段を移動させる第１移動手段と、
　前記原稿の第二面を読み取る、移動不可能な第２原稿読取手段と、
　第２白色部材と、基準部材と、透明部分を有する移動可能な移動部材と、
　前記移動部材を移動させる第２移動手段と、
　前記第１移動手段に前記第１原稿読取手段を前記第１白色部材の下に移動させ前記第１
原稿読取手段のシェーディング調整を行い、前記第２移動手段に前記移動部材を移動させ
た際の前記第２原稿読取手段の出力値に基づき前記基準部材を検知し、該基準部材の検知
に基づき前記第２移動手段に前記第２原稿読取手段が前記第２白色部材が読み取れるよう
に前記移動部材の前記透明部分を移動させ前記第２原稿読取手段のシェーディング調整を
行う制御手段とを有し、
　前記第１移動手段が前記第１原稿読取手段を移動させて前記原稿台の上に載置された原
稿の前記第一面を読み取る原稿固定読みモードと、
　所定位置に移動させられた前記１原稿読取手段により、前記搬送手段により搬送される
原稿の前記第一面を読み取り、前記第２原稿読取手段により該移動する原稿の前記第二面
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を前記移動部材の前記透明部分を介して読み取る原稿流し読みモードと、
　を有することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項２】
　前記第２原稿手段の前記移動部材を介して対向する位置の部材が白色であることを特徴
とする請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項３】
　前記基準部材は、黒色であることを特徴とする請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、照明を消灯した状態で前記第２原稿読取手段の黒レベル調整を行うこ
とを特徴とする請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項５】
　前記基準部材は、前記移動部材における前記第２白色部材の外側端部に設けられること
を特徴とする請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項６】
　前記基準部材は、前記移動部材における前記第２白色部材の内側端部に設けられること
を特徴とする請求項１記載の原稿読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送される原稿を固定された原稿読取手段により読み取る原稿読取装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置の画像読取部においては、通常、画像読取手段。原稿照明手段、透
明なガラス部材、及び白板を有して構成される。
【０００３】
　原稿画像は、原稿照明手段によって照らされ、その反射光が画像読取手段によって読み
取られる。その際に、画像読取手段と原稿との間に一定の距離を取ることで安定して原稿
画像を読み取ることができるように、画像読取手段と原稿の搬送経路の間にガラス部材を
配置し、画像読取手段は透明なガラス部材越しに原稿画像を読み取る。
【０００４】
　画像読取手段としては、複数のＣＣＤと呼ばれる画像読取素子をライン状に構成したラ
インセンサを用いることが多い。このように複数の素子を用いて１つの機能を実現させる
際には、素子ごとのばらつきを補正することが重要であり、画像読取手段においては、１
ライン上の同じ画像（色）を読んだときに同じ出力値が得られるようにする必要がある。
【０００５】
　白板はその補正値（シェーディング係数と呼ばれる）を求めるために用いられ、原稿照
明手段によって照らされた白板の反射光を画像読取手段により読み取った白板画像データ
に基づいて素子ごとのばらつきを補正するシェーディング補正が行われる。実際には白板
はガラス部材と隣接した場所に配置される、あるいはガラス部材上に貼り付けられる形で
実装される場合が多い。
【０００６】
　画像読取手段は、前述のようにラインセンサで構成される場合が多いため、原稿画像全
面を読み取るためには、画像読取手段と原稿を相対的に動かす必要がある。ここで、原稿
を固定して画像読取手段を動かして原稿画像を読み取る系を原稿固定読み、画像読取手段
を固定して原稿を動かすことで原稿画像を読み取る系を原稿流し読みと呼称する。
【０００７】
　これらの画像読み取り制御の際に問題となるのがゴミである。ここでのゴミは空気中の
埃や紙紛、原稿上で乾ききっていなかったボールペン等のインクや修正液であり、これら
がガラス部材や白板に付着した場合に問題が発生する。
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【０００８】
　例えば、画像読取手段が原稿画像を読み取る画像読み取り位置のガラス面上にゴミがあ
った場合には読み取った画像にも当然ゴミが出る。原稿固定読みの場合であれば、読み取
った画像でもガラス面上にゴミのあった位置にだけゴミが出るだけで済むため、ゴミが大
きくなければ実使用上問題とならないかもしれない。
【０００９】
　しかし原稿流し読みの場合には、ガラス面上のゴミは読み取った画像の中で一繋がりの
線（黒スジと称する）となって現れるため、仮にゴミが小さかったとしてもゴミスジは非
常に目立ち、実使用上の問題となる。
【００１０】
　あるいは画像読取手段が白板を読み取る白板読み取り位置にゴミがあった場合には、い
わゆる白スジが発生し、シェーディング係数が正しい値とならないため、読み込んだ原稿
画像に対して正しい出力が得られなくなる。
【００１１】
　このような黒スジ／白スジ問題を回避するために、例えば、特許文献１に示すように、
原稿読み位置／白板読み位置を一箇所に固定しないで、ゴミの少ない位置で原稿／白板を
読むような構成が提案されている。
【００１２】
　画像読取手段の位置決めに関しては、予め基準となる位置（ホームポジション＝ＨＰ）
を求めておき、そこを起点にどれだけ画像読取手段を移動させたかを記録することにより
制御されていることが多い。ＨＰの検出方法としては、フラグとセンサを用いる方法や、
特許文献２に示すように、画像読取手段にマークを読み取らせる方法がある。
【００１３】
　前述のように、画像読取手段の位置制御はＨＰの位置に基づいて行われており、一方で
、原稿の搬送制御は原稿の基準位置に基づいて行われている。従って、ＨＰの位置出しに
バラツキが大きいと、仮に原稿の位置制御が一定であったとしても、読み取られた画像デ
ータ内での原稿画像領域に関して原稿ごとのバラツキが大きいといった問題を起こすこと
から、ＨＰ出しは高精度で行うことが重要である。
【００１４】
　また、最近では、特許文献３に示すように、画像読取装置内に複数の画像読取手段を設
けることにより、給紙から排紙までの間で原稿をスイッチバックさせることなしに表裏双
方の原稿面を読み取ることが可能な１パス両面読みの画像読取装置が実施されている。
【特許文献１】特開２００２－１８５７２５号公報
【特許文献２】特開２００４－１９４１４２号公報
【特許文献３】特開２０００－３５６８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　前述の１パス両面読みの画像読取装置において、原稿台上に置かれた原稿の上側の原稿
面を読み取る画像読取部を表面読取部、前記原稿の原稿台上での下側面を読み取る画像読
取部を原稿裏面読取部とする。黒スジ／白スジの問題に関しては１パス両面読みの原稿裏
面読取部に関しても同様である。
【００１６】
　ただし、原稿裏面読取部の画像読取手段はスペースの関係上、装置構成上の取り付け位
置に固定されていることが多い点で、表面読取部の画像読取手段と異なっている。従って
、裏面読取部の画像読取手段のシェーディング調整のための白板をどのように設け、どの
ように読み取るのかが課題となる。
【００１７】
　本発明の目的は、搬送される原稿を固定された原稿読取手段により読み取る原稿読取装
置において、シェーディング調整のための白基準部材を原稿読取手段が読み取ることが可
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能な原稿読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明の原稿読取装置は、原稿が載置される原稿台と、原
稿を搬送する搬送手段と、原稿の第一面を読み取る、移動可能な第１原稿読取手段と、前
記第１原稿読取手段が移動可能な範囲内に配置された第１白色部材と、前記第１原稿読取
手段を移動させる第１移動手段と、前記原稿の第二面を読み取る、移動不可能な第２原稿
読取手段と、第２白色部材と、基準部材と、透明部分を有する移動可能な移動部材と、前
記移動部材を移動させる第２移動手段と、前記第１移動手段に前記第１原稿読取手段を前
記第１白色部材の下に移動させ前記第１原稿読取手段のシェーディング調整を行い、前記
第２移動手段に前記移動部材を移動させた際の前記第２原稿読取手段の出力値に基づき前
記基準部材を検知し、該基準部材の検知に基づき前記第２移動手段に前記第２原稿読取手
段が前記第２白色部材が読み取れるように前記移動部材の前記透明部分を移動させ前記第
２原稿読取手段のシェーディング調整を行う制御手段とを有し、前記第１移動手段が前記
第１原稿読取手段を移動させて前記原稿台の上に載置された原稿の前記第一面を読み取る
原稿固定読みモードと、所定位置に移動させられた前記１原稿読取手段により、前記搬送
手段により搬送される原稿の前記第一面を読み取り、前記第２原稿読取手段により該移動
する原稿の前記第二面を前記移動部材の前記透明部分を介して読み取る原稿流し読みモー
ドと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ガラス部材上の一部に設けられた白基準部材を第１原稿読取手段の読
取位置に移動させて白基準部材を読み取り、第１原稿読取手段のシェーディング調整を行
うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像読取装置の構成を概略的に示す図である。
【００２３】
　図１において、画像読取装置は、自動原稿送り装置１００と画像読取装置本体２００と
から構成される。以下、その構成を動作と併せて説明する。
【００２４】
　自動原稿送り装置１００は、図１に示すように、少なくとも１枚以上のシートで構成さ
れる原稿束Ｓを載置する原稿トレイ３０と、原稿の搬送開始前に、原稿トレイ３０より突
出し、原稿束Ｓの下流への進出を規制する分離パッド２１と、給紙ローラ１とを有する。
給紙ローラ１は、原稿トレイ３０に載置された原稿束Ｓの原稿面に落下し、回転する。
【００２５】
　これにより、原稿束Ｓの最上面の原稿が給紙される。給紙ローラ１によって給送された
原稿は分離ローラ２と分離パッド２１の作用によって１枚に分離される。この分離は周知
のリタード分離技術によって実現されている。
【００２６】
　分離ローラ２と分離パッド２１によって分離された原稿は、搬送ローラ対３により、レ
ジストローラ４へ搬送され、レジストローラ４に突き当てられる。これにより、原稿はル
ープ状に形成され、原稿の搬送における斜行が解消される。
【００２７】
　レジストローラ４の下流側には、レジストローラ４を通過した原稿を流し読みガラス２
０１方向へ搬送する給紙パスが配置されている。
【００２８】
　給紙パスに送られた原稿は、大ローラ７及び給送ローラ５により流し読みガラス２０１
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上に送られる。ここで、大ローラ７は、原稿がなかった場合には流し読みガラス２０１に
接触する。大ローラ７により給送された原稿は、搬送ローラ６を通過し、ローラ１６と移
動ガラス１８の間を移動して、排紙フラッパ２０及び排紙ローラ８を介して原稿排紙トレ
イ３１へ排出される。このとき、原稿裏面読取部１７にて原稿の裏面画像を読み取ること
が可能である。排紙ローラ８の手前に排紙センサ１３がある。
【００２９】
　一方で、排紙ローラ８に原稿を噛ませた状態で、排紙ローラ８を逆転させて排紙フラッ
パ２０を切り替えることにより、反転パス１９へ原稿を移動させる。移動した原稿を反転
パス１９からレジストローラ４へ突き当て、再度原稿がループ状に形成されることによっ
て、原稿の搬送における斜行を解消する。その後、給送ローラ５及び大ローラ７により再
び原稿を流し読みガラス２０１へ移動させることで、原稿の裏面を流し読みガラス２０１
で読み取ることが可能である。
【００３０】
　また、原稿トレイ３０には、それに載置された原稿束の副走査方向にスライド可能なガ
イド規制板（図示せず）が設けられているとともに、このガイド規制板に連動して原稿幅
を検出する原稿幅検知センサ（図示せず）が設けられている。
【００３１】
　上記原稿幅検知センサとレジ前センサ１１との組み合わせにより、原稿トレイ３０上に
載置された原稿束の原稿サイズが判別可能となる。また、搬送パス内に設けられた原稿長
検知センサ（図示せず）により、搬送中の原稿の先端検知から後端検知までの搬送距離か
ら原稿長を検出することも可能であり、検知した原稿長と上記原稿幅検知センサとの組み
合わせからも、原稿サイズが判別可能である。
【００３２】
　画像読取装置本体２００は、原稿に記録された画像情報を光学的に読み取り、光電変換
して画像データとして入力するものである。画像読取装置本体２００は、流し読みガラス
２０１、プラテンガラス２０２、ランプ２０３とミラー２０４を有するスキャナユニット
２０９、ミラー２０５、２０６、レンズ２０７、ＣＣＤ２０８等を有している。また、白
板２１０は、シェーディングによる白レベルの基準データを作成するためのものである。
【００３３】
　図２は、図１の画像読取装置の機能ブロックを概略的に示す図である。
【００３４】
　自動原稿送り装置１００は、ＣＰＵ３００、ＲＯＭ３０１、ＲＡＭ３０２その他を備え
ている。ＲＯＭ３０１には、制御用プログラムが格納されており、ＲＡＭ３０２には、入
力データや作業用データが格納されている。また、出力ポートには、各種搬送用のローラ
を駆動するモータ３０３、ソレノイド３０６、クラッチ３０７が接続されており、入力ポ
ートには、図示しない各種センサ３０４がそれぞれ接続されている。
【００３５】
　ＣＰＵ３００は、これにバスを介して接続されたＲＯＭ３０１に格納された制御プログ
ラムに従って紙搬送を制御する。ＣＰＵ３００は、画像読取装置本体２００のＣＰＵ３２
１とライン３５１を介してシリアル通信を行い、画像読取装置本体２００との間で制御デ
ータの授受を行うようになっている。また、原稿画像データの先端の基準となる画先信号
も通信ラインを通して画像読取装置本体２００に通知される。
【００３６】
　また、図１の原稿裏面読取部１７には、ランプ３０５及び近接型の受光センサ（ＣＩＳ
）３０８が接続されており、読み取った画像が画像処理部３０９へ転送される。
【００３７】
　画像読取装置本体２００は、ＣＰＵ３２１、ＲＯＭ３２２、ＲＡＭ３２３、紙間補正を
行う紙間補正部３２４、画像処理部３２５その他を備える。モータドライブ部３２６は、
光学系駆動モータを駆動させるためのドライバ回路である。また、ランプ２０３、表面画
像読取部（ＣＣＤ）３２８が接続されている。
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【００３８】
　ＣＰＵ３２１は、モータドライブ部３２６及び表面画像読取部３２８などを用いて、画
像読取装置本体２００の制御を行う。レンズ２０７でＣＣＤ２０８上に結像された画像信
号はデジタル画像データに変換され、画像処理部３２５で各種の画像処理を行い、画像メ
モリ３２９に書き込まれる。
【００３９】
　また、自動原稿送り装置１００内の画像処理部３０９で処理した画像も、画像通信ライ
ン３５４を通して、画像メモリ３２９に保持される。画像メモリ３２９に書き込まれたデ
ータは順次コントローラＩＦ部３５３を通してコントローラ部４００へ送信される。
【００４０】
　更に、原稿画像データの先端の基準となる画先信号については、ＣＰＵ３２１でタイミ
ングを取って、コントローラＩＦ部３５２を通してコントローラ部４００へ通知される。
自動原稿送り装置１００からの通信ラインで通知される画先信号についても同様に、画像
読取装置本体２００のＣＰＵ３２１でタイミングを取って、コントローラＩＦ部３５２を
通してコントローラ部４００へ通知される。
【００４１】
　コントローラ部４００は、制御回路４０１、増幅回路４０２、Ａ／Ｄ変換器４０３、補
正回路４０４、画像メモリ４０５を有している。
【００４２】
　ＣＣＤ２０８からは、原稿画像を走査する過程で、読み取りの１ラインごとにアナログ
の画像信号が出力され、それらは増幅回路４０２により増幅された後、Ａ／Ｄ変換器４０
３により８ビットのデジタル信号に変換される。
【００４３】
　そして、補正回路４０４は、画像信号に対して、紙間補正部３２４で作成された紙間補
正データに基づいた補正処理を行う。その後、画像メモリ４０５に書き込まれていくこと
になる。以上の処理を原稿画像領域分行い、原稿の読み取り画像を形成する。
【００４４】
　尚、本実施の形態では、自動原稿送り装置１００の原稿裏面読取部１７にＣＩＳ、画像
読取装置本体２００の表面画像読取部にＣＣＤを使用しているが、画像読み取りのセンサ
であれば何を使ってもよい。
【００４５】
　次に、片面に印刷がなされた原稿（片面原稿）を読み取る際、スキャナユニット２０９
を副走査方向に移動させて画像を読み取る原稿読取モード（原稿固定読みモード）の動作
について説明する。
【００４６】
　図３（ａ）乃至（ｄ）は、図１の画像読取装置による原稿固定読み時におけるスキャナ
ユニットの状態を模式的に示す図である。
【００４７】
　画像読取装置本体２００に画像読取開始の指示がされると、スキャナユニット２０９は
、白板２１０の直下に移動し、主走査方向の白レベル基準及び、主走査方向の配光補正を
行う（ａ）。スキャナユニット２０９は、自身を加速させるのに十分な距離が保持された
（ｂ）の位置へ移動する。
【００４８】
　その後、スキャナユニット２０９は、図の矢印Ａの方向（副走査方向）に移動し、原稿
をランプ２０３にて照射しながら、反射光をＣＣＤ２０８にて読み取る（ｃ）。原稿の右
端部まで読み取りが終了した後、ランプ２０３を消灯し、図の矢印Ｂの方向へスキャナユ
ニット２０９を移動し（ｄ）、（ａ）の状態に戻る。
【００４９】
　次に、原稿（片面及び両面原稿の表面）を読み取る際、スキャナユニット２０９を固定
させて原稿を移動させることにより画像を読み取る原稿読取モード（原稿流し読みモード
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）の動作について説明する。
【００５０】
　図４ａ～図４ｃの（ａ）乃至（ｇ）は、図１の画像読取装置による原稿流し読み時にお
けるスキャナユニットの状態を模式的に示す図である。
【００５１】
　自動原稿送り装置１００に原稿の給送開始が指示されると、スキャナユニット２０９は
白板２１０の直下に移動し、シェーディングを行う。ここで、原稿裏面読取部１７の図示
しない移動ガラス上の白基準板を用いて、同時にシェーディングを行う（ａ）。
【００５２】
　更に、給紙ローラ１が原稿上面に落下し、分離ローラ２、搬送ローラ対３の作用により
、原稿束Ｓからその最上面にある１枚の原稿だけが分離され、レジストローラ４まで給送
される。このときスキャナユニット２０９は、Ｒ点の直下へ移動する（ｂ）。
【００５３】
　レジストローラ４が回転すると、原稿は給紙パスを経由して流し読みガラス２０１上へ
と導かれる（ｃ）。原稿は、図中のＲ上を所定の速度で搬送され、原稿の画像はＲ点の下
部に待機しているスキャナユニット２０９によって読み取られる。この際、原稿の先端が
Ｒ点を通過するタイミングで、読み取り開始の信号を画像読取装置本体２００に通知する
。
【００５４】
　両面同時読みモードの場合、スキャナユニット２０９による原稿表面の読み取りと並行
して、原稿裏面読取部１７にて原稿の裏面画像の読み取りを行う（ｄ）、（ｅ）。
【００５５】
　原稿裏面読取部１７が裏面の画像後端まで読み終わると（ｆ）、読み取られた原稿はそ
のまま図の右方向へ搬送され、排紙ローラ８から自動原稿送り装置１００の機外へ排出さ
れる。
【００５６】
　また、Ｒ点上をＮ枚目の原稿が読み取られている間に、原稿後端が搬送ローラ対３を通
過すると、原稿トレイ３０上に載置されている原稿束Ｓから（Ｎ＋１）枚目の原稿の給送
が開始される。この原稿は、同様に、流し読みガラス２０１へ搬送され、この原稿上の画
像の読取動作が行われる。
【００５７】
　このとき、原稿がレジストローラ４に突き当てられた状態で、レジストローラ４の起動
タイミングを操作することにより、Ｒ点上で読み取り中の前原稿との間隔が適時調整され
、流し読みガラス２０１上では、所定の間隔で原稿が搬送される。
【００５８】
　原稿の読み込み及び排紙が全て完了すると、図４ｃの（ｇ）に示すように、スキャナユ
ニット２０９を矢印の方向に移動させる。
【００５９】
　次に、原稿反転流し読みモードにおいて、原稿の表裏を反転させる動作について説明す
る。
【００６０】
　図５ａ～図５ｂの（ａ）乃至（ｆ）は、図１の画像読取装置による原稿反転時における
スキャナユニットの状態を模式的に示す図である。
【００６１】
　図４ａ～図４ｃの（ａ）乃至（ｇ）の一連の動作により（ただし、Ｎ枚目の原稿を読ん
でいる最中には、（Ｎ＋１）枚目の原稿の給送を行わず、かつ、原稿裏面読取部１７を使
用しないものとする）、原稿を排紙部に噛ませた状態で停止させる。（ａ）。
【００６２】
　排紙ローラ８を排紙と逆の方向に回転させることにより、（ｂ）の矢印の方向へ原稿を
移動させる。このとき、原稿後端が排紙センサ１３で検知されたら、排紙ローラ８を停止
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させる。
【００６３】
　原稿裏面をＲ点上にて読み取りながら搬送し（ｃ）、その後、排紙ローラ８に再度原稿
を噛ませた状態で停止させる（ｄ）。更に、排紙ローラ８を逆転させて（ｅ）の矢印の方
向に原稿を移動させ、原稿の表裏を反転させる。原稿反転後、原稿トレイ３０上の次の原
稿の分離を開始する（ｆ）。
【００６４】
　図６は、図１における原稿裏面読取部近傍の拡大図である。
【００６５】
　図６において、原稿裏面読取部１７を含めた周辺の構成は、大きく、原稿裏面読取部１
７、ローラ１６、移動ガラス１８からなる。原稿裏面読取部１７はさらに、通過する原稿
面を照らすためのランプ３０５と受光センサ（ＣＩＳ）３０８とから構成される。
【００６６】
　移動ガラス１８の周辺には、移動ガラス１８を移動させるためのガラス駆動部６０２と
、前述したように原稿裏面読取部１７においてもシェーディングを行うための白板６０１
と、移動ガラス１８の基準位置出しのための黒ベタ部材６０３が設けられている。
【００６７】
　ここで、ローラ１６の表面は白色である。これはローラ表面を読み取ることにより、ラ
ンプ３０５とＣＩＳ３０８との間の配光特性を補正するためである。シェーディング調整
時には配光補正を、白板６０１を用いても行うが、原稿が連続して搬送されている状態で
はその都度白板６０１を画像読み位置に移動させて配光補正を行うだけの時間がない。そ
のため、紙間を利用してローラ１６の表面を読んで配光補正を行う。
【００６８】
　従って、ＣＩＳ３０８で読み取った画像データは、ローラ１６表面であっても白板６０
１であっても同じ白データとなり区別がつかなくなることから、黒ベタ部材６０３を設け
て位置出しの基準とする。
【００６９】
　図６（ａ）は、図上の下方向から原稿が搬送されてきて、これから原稿裏面読取部１７
において原稿の裏面画像が読み取られる状態を示している。
【００７０】
　図６（ｂ）は、原稿裏面読取部１７におけるシェーディング調整の状態を示している。
ガラス駆動部６０２によって白板６０１が画像読み取り位置に移動され、原稿裏面読取部
１７によって基準となる白色の読み取りがなされている。
【００７１】
　図７は、図６における原稿裏面読取部の初期化処理の手順を示すフローチャートである
。
【００７２】
　図７において、まず、ステップＳ８０１で初期化処理の開始を待つ。初期化処理の開始
を受けたらランプ３０５を消灯する（ステップＳ８０２）。そしてランプ３０５を消灯し
た状態で黒レベル調整を行う（ステップＳ８０３）。
【００７３】
　黒レベル調整では、ＣＩＳ３０８が黒色を読み取った時の黒データ出力を調整する。黒
レベル調整の終了を受けてランプ３０５を点灯する（ステップＳ８０４）。ランプ３０５
が点灯したら、一度ＣＩＳ３０８で画像読み取りを行い（ステップＳ８０５）、黒ベタ部
材６０３（黒帯）が検知できるか否かを判定する（ステップＳ８０６）。
【００７４】
　黒ベタ部材６０３が検出できていた場合には、移動ガラス１８を一旦逆方向に（後述す
る図８で示す方向Ｂ）に所定距離だけ移動させる（ステップＳ８０７）。この所定距離と
は、初期状態において読み取り位置が黒ベタ部材６０３内のどの位置にあっても確実に黒
帯領域を抜けるだけの移動量である。
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【００７５】
　ステップＳ８０６において黒帯検知できなかった場合、あるいはステップＳ８０７にお
いてバック移動した後は、移動ガラス１８を順方向（後述する図８で示す方向Ａ）に移動
させ（ステップＳ８０８）、ＣＩＳ３０８で画像を読み取る（ステップＳ８０９）。そし
て、黒ベタ部材６０３（黒帯）が検知できるか否かを判定し（ステップＳ８１０）、黒帯
検知するまで上記ステップＳ８０８からステップＳ８１０の処理を繰り返す。
【００７６】
　その後、ステップＳ８１０において、黒ベタ部材６０３が検知できた時点で移動ガラス
１８の駆動を停止し（ステップＳ８１１）、その位置を移動ガラスの基準位置（ホームポ
ジション＝ＨＰ）と設定する（ステップＳ８１２）。
【００７７】
　前述したように、スキャナユニット２０９を移動して画像読み取りする場合には、原稿
位置と画像読み取り位置とを高精度で合わせるために、スキャナユニット２０９のＨＰ検
知も高精度で行う必要がある。
【００７８】
　しかし、本発明のように裏面読み取り位置が固定の場合には、原稿位置と画像読み取り
位置は一意に定まるため、移動ガラス１８のＨＰ出しは表面読取部ほどの精度を必要とし
ない。
【００７９】
　ＨＰが決まった後は、ステップＳ８１３において、移動ガラス１８を白板６０１に対向
する所定の白板読み位置まで移動させ、シェーディング調整を行う（ステップＳ８１４）
。その後、ランプ３０５を消灯し（ステップＳ８１５）、移動ガラス１８を所定の画像読
み位置まで移動させて（ステップＳ８１６）、原稿裏面読取部１７の初期化処理を終了す
る。
【００８０】
　図８は、図６における白板と黒ベタ部材の関係の第１の例を示す図である。
【００８１】
　図８において、帯状の黒ベタ部材６０３は白板６０１の外側端部に設けてある。
【００８２】
　図９は、図６における白板と黒ベタ部材の関係の第２の例を示す図である。
【００８３】
　図９において、帯状の黒ベタ部材６０３は白板６０１の内側端部に設けてある。ただし
この場合には、初期化処理開始時に画像読み取り位置が白板６０１側になっていないよう
にする必要がある。白板６０１側にあった場合には、移動ガラス１８を順方向に移動させ
ても黒ベタ部材６０３は検知されないためである。
【００８４】
　図１０は、図６における白板と黒ベタ部材の関係の第３の例を示す図である。
【００８５】
　図１０において、黒ベタ部材６０３は、白板６０１の外側端部２箇所にマークとして設
けてある。この場合、マークはゴミと誤判断しないようなマークとする必要がある。読み
込んだ画像データ全体を見てＨＰ判断するのではなく、マークがある領域だけをチェック
することにより、処理の軽減を図ることができる。
【００８６】
　図１１は、図６における白板と黒ベタ部材の関係の第４の例を示す図である。
【００８７】
　前記第１乃至第３の例においては、黒ベタ部材６０３は白板６０１上に設けられ、加え
て原稿領域内に設けられていた。原稿領域とは、ＣＩＳ３０８の主走査範囲内において原
稿が通過する可能性のある領域（最大原稿幅）のことを指している。これは、黒ベタ部材
６０３がある部分は白板として使用できないことを意味する。一方で、最大原稿幅とＣＩ
Ｓ３０８の主走査範囲とを比較した場合には、最大原稿幅より外側の原稿領域外も走査可
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能である場合が多い。
【００８８】
　図１１においては、黒ベタ部材６０３は、白板６０１の内側端部２箇所の原稿領域外に
マークとして設けてある。ＨＰ検知時にはマークとして、それ以外では白板として使用可
能な形態としたものである。
【００８９】
　図１２は、図６における白板と黒ベタ部材の関係の第５の例を示す図である。
【００９０】
　前記第１乃至第４の例においては、黒ベタ部６０４は白板６０１上に設けられていた。
しかし、前記第４の例と同様に、原稿領域外にマークすることを考えると必ずしも白板６
０１上である必要はない。
【００９１】
　図１２においては、移動ガラス１８上の原稿領域外にマーク状の黒ベタ部材６０３を付
けることにより、ＨＰ検知時にはマークとして、通常時にはガラスとして使用可能な形態
としたものである。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像読取装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】図１の画像読取装置の機能ブロックを概略的に示す図である。
【図３】図１の画像読取装置による原稿固定読み時におけるスキャナユニットの状態を模
式的に示す図である。
【図４ａ】図１の画像読取装置による原稿流し読み時におけるスキャナユニットの状態を
模式的に示す図である。
【図４ｂ】図１の画像読取装置による原稿流し読み時におけるスキャナユニットの状態を
模式的に示す図である。
【図４ｃ】図１の画像読取装置による原稿流し読み時におけるスキャナユニットの状態を
模式的に示す図である。
【図５ａ】図１の画像読取装置による原稿反転時におけるスキャナユニットの状態を模式
的に示す図である。
【図５ｂ】図１の画像読取装置による原稿反転時におけるスキャナユニットの状態を模式
的に示す図である。
【図６】図１における原稿裏面読取部近傍の拡大図である。
【図７】図６における原稿裏面読取部の初期化処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】図６における白板と黒ベタ部材の関係の第１の例を示す図である。
【図９】図６における白板と黒ベタ部材の関係の第２の例を示す図である。
【図１０】図６における白板と黒ベタ部材の関係の第３の例を示す図である。
【図１１】図６における白板と黒ベタ部材の関係の第４の例を示す図である。
【図１２】図６における白板と黒ベタ部材の関係の第５の例を示す図である。
【符号の説明】
【００９３】
１７　原稿裏面読取部（第２の画像読取手段）
１８　移動ガラス（仕切り部材）
１００　自動原稿送り装置
２００画像読取装置本体
２０８　ＣＣＤ（第１の画像読取手段構成要素）
２０９　スキャナユニット（第１の画像読取手段構成要素）
６０１　白板
６０３　黒ベタ部材（基準部材）
３００　ＣＰＵ（制御手段）
３２１　ＣＰＵ（制御手段）
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【図５ａ】 【図５ｂ】



(13) JP 4854436 B2 2012.1.18

【図６】 【図７】
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